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平成２４年度随時（工事）監査（第２回目）の結果報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定に基づき、随時

（工事）監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により報告します。



工事監査報告書 

 

１監査の範囲 

（１）監査の対象 

下諏訪南小学校改築工事(建築主体工事)１期工事 

下諏訪南小学校改築工事は平成２４年６月から平成２６年７月までの予定工期で実施さ

れるが、その１期工事は既存の南校舎を解体し、新南校舎棟に改築する工事であり、平成

２４年度内の完成引渡し予定である。 

  発注者    下諏訪町(担当課：教育こども課) 

  設計者    株式会社 坂本建築事務所 

  施工者    岡谷・六協特定建設工事共同企業体  

  施工監理者  株式会社 坂本建築事務所 

 

（２）監査実施期間(第２回目) 

平成２５年２月１４日（関係書類調査、現場調査） 

     ３月１８日 (技術士『工事技術調査業務 第２回報告書』の検討) 

下諏訪南小学校改築工事は質的・金額的に重要な工事であるため、その工事監査は２回

に分けて実施した。第１回目は主に施工者、施工監理者を対象として、平成２４年１０月

１１日に実施した。 

第２回目は調査対象者に設計者を加え、より工事の進捗度が上がった段階で実施した。 

 

（３）技術調査担当技術士 

公益社団法人日本技術士会長野県技術士会伴野節男氏（建設部門） 

技術調査は 『公益社団法人日本技術士会長野県技術士会』に委託しており、今回の調査も

伴野技術士が担当した。 

 

（４）監査の観点及び監査方法 

下諏訪町の公立小・中学校は、南小学校を除いて平成２２年度までに耐震工事が終了し

ているが、南小学校については非常時に地域の避難場所として利用されることを念頭にお

き、より高い耐震性が必要との判断から耐震化の代わりに校舎を改築することになった。 

この工事の適法性・合理性・効率性を検証し、更に設計・施工について適正かつ能率的

に行われているかを財政面及び技術面から監査するため、工事関係書類及び技術面におけ

る調査（設計・施工状況等）について、独立した専門家である技術士に調査を依頼した。 

監査委員は技術士の調査に立会い、現場視察及び確認等に同行した。後日技術士より提

出された『工事技術調査業務報告書』をもとに総合的な判断を加え、結果を本工事監査報

告書として提出する。 



２監査の結果

今回の技術士の調査の結果、発注者(下諏訪町：担当課 教育こども課)、設計者(坂本建

築事務所)、施工者(岡谷・六協特定建設工事共同企業体)、施工監理者(坂本建築事務

所)それぞれについて概ね適切に業務を遂行しているという評価であった。

本工事は設計者をプロポーザル方式により、施工者を総合評価方式による一般競争入札

により決定した。報告書には、設計者について十分な検討を経て綿密な設計を行った旨が

記載されている。施工者については、降雪等がある中で概ね予定どおりの工事進捗度を確

保し、施工技術水準や現場の整理整頓状況、安全管理等についても良好である旨が記載さ

れている。

発注者に関して特段の指摘はなかった。

施工監理者については、今回は特段の指摘はなく、第1回目の工事監査の結果を受けての

対応(注)は適切に行われたとの評価であった。

１期工事は本報告書提出日と前後して工事の完成・引渡が行われる予定である。１期工

事全体については今回の技術士の工事技術調査報告書に記載があるように“公共事業とし

て適切に実施されていた”と判断してよいと思われる。

下諏訪南小学校改築工事は平成２６年７月まで予定されている長期工事である。２期工

事、３期工事についても、今回良好と評価された施工者の技術、管理水準について継続し

て高い品質を保持するとともに、施工監理水準の更なる向上、助言があった事項について

の改善を行っていくよう希望する。

（注） 平成２４年度 随時(工事)監査結果及び措置状況(第１回分）

（監査の結果） （措置状況）

施工監理者については、意匠伝達と施工監

督という２つの立場があることを再認識した

上で、施工監督についての技術力向上と工事

全般に対する監督・管理について改善を行う

こと。

工事を良好に仕上げるため設計図どおり行

われているかについて、工事監理仕様書に基づ

き受託業務の責務を受け止め、また国土交通省

の建築工事監理業務委託共通仕様書及び監理

指針に基づきその内容を熟知した上、監理・監

督に向けて必要な対応を図っていきます。

(教育こども課)

以下に、技術士による『工事技術調査業務 第２回報告書』を示す。
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Ⅰ．技術調査の範囲 

 

（１）技術調査対象工事 

下諏訪南小学校改築工事（建築主体工事） 

   諏訪郡下諏訪町 5188番地 

 

（２）調査内容 

今回実施した調査の内容は次のとおりである。 

・発注者      事業実施技術に関する事項 

・設計者      設計技術、施工監理技術に関する事項 

・施工者      施工実施技術に関する事項 

 

（３）調査実施日 

平成２５年２月１４日 

 

（４）調査場所 

 下諏訪町役場３階議会第４委員会室 及び 当該工事現場 

 

（５）監査委員 

 代 表 監 査 委 員   星 野 岳 生 

 議会選出監査委員   中 山   透 

 

（６）監査委員事務局 

 事 務 局 長   原     勝 

 事 務 局 次 長   瀬 戸   茂 

 

（７）技術調査業務実施技術士（報告書共） 

公益社団法人日本技術士会長野県支部 伴野 節男（建設部門） 
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Ⅱ．調査結果概要 

 

下諏訪町の随時監査の一環として、技術監査（工事技術調査）を実施した。 

対象工事の出来高は、１月末日で 64.56％であり、２月末日で 84.11％に達する見込みとの

ことであった。施工計画上の 1 月末日予定が 66.40％であり、概ね良好な施工管理がなされて

いることを確認した。当日は 1階から屋根までの全ての工事範囲で下地工事から仕上げ工事ま

での多種の工事が実施されていた。 

今回の技術調査は、今年度予定されていた２回の調査のうち昨年 10月 11日に引き続き２回

目の調査であり、前回調査で確認していない設計に関する調査および前回調査の指摘箇所がど

の様に改善されているかを確認することに主眼をおいた。 

調査は、前回同様関連書類の調査と現場の確認をとおして各実施事項の妥当性確認を行った。 

 

１．事業実施者（発注者）に対する所見 

 当工事の監督を施工監理者と共に適切に実施しており、公共事業として適切な対応がなされ

ていることを確認した。ただし、設計段階での監督事務について、協議記録簿など双方で合議

の上取り交すべきものが一部に不整合も見られた点は課題であり、今後の改善を指摘した。 

 

２．設計者に対する所見 

設計内容について確認を行った。本業務はプロポーザルにより発注されており、基本コンセ

プトが下諏訪町から示されていた。設計者はこのコンセプトに独自の提案も盛込みながら十分

な検討を経て計画を策定しており精緻な設計がなされていることを確認した。また、説明資料

は十分に作成しており、関係者との打合せも多数回行うなど、設計に対しては良好な取組がな

されていることを確認した。ただし、事業実施者に対しても指摘を行った協議記録簿の取扱が

合議となっておらず、自己完結している点について改善の指摘を行った。 

 

３．施工者に対する所見 

当日は、1階で床仕上げ工事他の内装工事、2階は軽量間仕切り工事など内装の下地工事、3

階ではスラブコンクリート天端のレベリング工事や軽量間仕切り工事など内装の下地工事、屋

根部では屋根の防水工事など多くの工事が実施されていたが、適切な施工管理により効率的な

工事が実施されていることを確認した。 

また、工事受注に際して行った技術提案の履行状況についても申し分なく、適切な対応がさ

れていた。工程には若干の遅れが見えたものの、大きな問題はなく工期内には十分完了できる

と判断した。以上より、今回の調査では良好な施工状況であることを確認した。 
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４．施工監理者に対する所見 

施工監理者に対して、前回はいくつかの改善を指摘した。そこで今回の調査は、前回行った

指摘がどの程度改善できているかを確認することに主眼を置いた。 

施工監理技術を大きく分けると、意匠伝達・施工者の施工技術監理と指導になると考えられ

るが、前者については良好に実施されていることを確認した。後者について、前回はいくつか

の改善指摘を行ったが、今回の調査においては概ね良好に現場監理を行っていることを確認し

た。以上より、今回の調査においては施工監理は適切に実施されていると判断した。 

 

５．調査結果 

今回の工事調査をとおして、本事業においては公共事業として適切に事業が進められている

ことを確認した。特に設計者の設計業務に対する実施姿勢、施工者の施工管理技術は高水準で

あることを確認した。今回の事業により良好な社会資本が構築されることを期待したい。 

次項以下に、今回の技術調査業務により実施した調査結果の詳細を示す。 
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Ⅲ．調査結果詳細 

 

１．技術調査出席者 

    担当課 ：教育こども課長      矢島 正恒 

：教育総務係長       本山 祥弘 

：副主幹          小松 信彦 

    施工者 ：請負者  岡谷・六協特定建設工事共同企業体 

        ：現場代理人        河角  彰 

       ：主任技術者        宮澤 敏雄 

    監理者 ：株式会社坂本建築事務所 下諏訪事務所 

        ：管理技術者        武田 仁志 

 

２ 工事概要について 

（１）事業の目的 

本事業の目的は、耐震性能の向上をめざして下諏訪町立の下諏訪南小学校を改築するもの

であった。工事は３期（１期及び２期工事を校舎棟改築、３期工事をプール棟及び学童クラ

ブ棟の改築並びに外構工事全般）に分割され、本工事はこの内の１期工事に当たっていた。 

 

（２）工事場所 

諏訪郡下諏訪町５１８８番地 

 

（３）工事概要（技術調査実施対象工事） 

下諏訪南小学校改築工事（建築主体工事） 

１期工事（南校舎棟） 

・旧校舎解体 

・南校舎棟新築 

構 造 鉄筋コンクリート造 ３階建て 

延べ床面積 3,594.23m2 

建 築 面 積 1,325.93m2 

最 高 高 さ 14.412ｍ 

付 帯 工 事 外倉庫 

外 構 工 事 植栽一部移植 土俵 遊具 

 

（４）工事請負業者 

  岡谷・六協特定建設工事共同企業体  1,653,750,000円（一般競争入札、５社） 
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（７）工事進捗率 

  平成 25年 1月 31日現在の進捗率（実施出来高） 

  64.56％（計画 66.40％） 

 

（８）工事監督員 

  監督員 教育こども課 教育総務係長 本山 祥弘 
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３ 工事事務における所見 

 

３－１ 工事発注までの所見 

 

（１）事業計画（発注者） 

  第 1回調査報告書に示したとおり、基本的には適切に対応できていることを確認した。た

だし、下諏訪町として業務委託や請負工事として発注した内容について監督員が把握して、

定期的且つ必要に応じてチェックするシステムを構築していくことが事業の円滑な運営に

は有効な手段だと感じたので、この点について指摘した。 

 

（２）設計基準（発注者） 

  今回の事業において指針とされた設計基準及び仕様は以下のとおりであった。 

・建築基準法 

・その他 

 

（３）設計計画（設計者） 

  設計者から提出された資料を基に設計の経過を確認した。その結果、設計内容の検討は十

分に行われていることを確認した。具体的には、次のとおりである。 

・設計概要として、パワーポイントを活用し資料を作成。 

・模型を作成し、それを基に完成イメージ写真を撮影し、各施設のディテールを検討。 

・社内にプロジェクトチームを組織し、計画内容を検討。 

  ・計画内容について多方面の専門家やメーカーなどに聞取りを行い施設規模を検討。 

  この他にも多くの積極的な取組がされており、設計計画については適切な取組がされてい

ることを確認した。一方、業務計画書は整備されていたものの、業務計画書として最も大切

な自社の提案をどの様に具体化するか・業務の実施フロー・業務進捗管理・打合せ計画、な

どが不明瞭な内容であった。この点については、本業務において業務計画書の提出が求めら

れておらず、自主的に作成したものであったので、今後の業務計画書作成時に改善を行うよ

う指導するに留めた。同様に、社内照査を自主的に行っていたが照査の具体的な計画が示さ

れていなかったので、この点についても指摘を行い、今後の改善を指導した。 

 

（４）工事価格の算定（設計者） 

工事価格の算定は、公共建築事業において一般に用いられている「建築コスト情報」「建

築施工単価」「建設物価」「積算資料」などの積算資料および必要に応じて業者見積を徴収し

経験的な割引数値を乗じて施工価格を算出していた。これについては通常の積算手法であり

適正であると判断した。 
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（５）工程計画（設計者） 

工事規模に則って、経験則より施行工期を算定していた。建築工事の場合には土木工事と

違い施工歩掛により大まかな工期目処を立てることが困難であり、この様な工程計画の算定

が一般的である。この工期については、実際の施工状況を確認した結果若干短めな工程であ

るとは感じたが、特別問題のある計画ではなく概ね良好な計画であると判断した。 

 

（６）工事発注形態（発注者） 

第 1回調査報告書に記載したので、本調査報告書では省略する。 

 

□ 工事発注までの総括的所見 

今回の技術調査においては、設計業務の確認に主眼を置いた。設計者は、本業務に対して

社内プロジェクトチームを立ち上げ、手厚い体制により十分な検討を行って設計を完成して

いることが確認できた。また、設計資料として、パワーポイントによる説明資料を作成した

り設計検討用模型を作成したり、綿密な設計を構築していることを確認した。以上より、設

計業務を含む工事発注事務に関しては、良好に運営されていることを確認した。 
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３－２ 工事発注後の所見 

 

（１）契約書類（施工者） 

前回調査において確認済み。 

 

（２）施工計画書（施工者） 

前回調査において確認済み。その後提出されている施工計画書はなかったので、本調査報

告書では省略する。 

 

（３）品質管理（施工者） 

品質管理については、社内に社内検査員を専任し、施工現場の検査を実施した後、社内検

査員による自主検査を実施し、その上で監理者・発注者の検査を受けるなど十分な品質管理

を実施していることを確認した。検査に関する書類も適切に取りまとめられており、良好に

品質管理を実施していることが確認できた。 

 

（４）工程管理（施工者） 

工事進捗は概ね予定どおりであった。毎月の出来高管理も適切に実施されており、現場の

工事実施状況から見て、本工事は予定工期内に完了できるであろうと判断した。 

以上より、工程は適切に管理されていると判断した。 

 

（５）写真管理（施工者） 

工事写真は、施工状況と出来形検査および施工立会写真等が撮影され、取りまとめられて

いた。基本的には写真として管理すべき事項を満足していたが、写真の画角・明度・対象物

の表現方法・写真の説明力などに改善の余地が多く見られたので、この点について改善のた

めの指導を行った。 

 

（６）安全衛生管理（施工者） 

安全衛生管理については、前回調査で示したとおり建設業退職金共済制度に加入しており、

運営も適切にされていることを確認した。 

また、定期的な安全管理も継続されており、施工者自ら安全パトロール・安全教育など良

好に実施されていることを確認した。 

 

□ 工事発注後の総括的所見 

以上示したとおり、施工業者による工事事務は良好に行われており、必要な書類が整然と

管理されていることを確認した。 

残る工事期間においても、良好な工事事務の実施を期待したい。 
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４ 工事技術における所見 

 

（１）工事施工状況（施工者） 

施工業者から示された工事出来高は１月末日で 64.56％であり、検査日当日はさらに工事

は進捗していたことを確認した。 

調査日当日は、躯体工事が完了し次の様な工事が実施されていた。 

・内装下地 

軽量間仕切、ボード下地、アルミ建具、塗装、床レベリング、床仕上げ、木建具、そ

の他工事 

・屋根工事 

防水工事 

  当日実施していた工事の職人数は 40 名以上とのことであったが、同一もしくは近接の施

工箇所で複数の工事が重なることの無いように管理され、円滑な施工を行っている事を確認

した。 

 

（２）安全管理（施工者） 

施工体制表の設置、バリケード類の設置等は問題なく実施されていた。当日は、外足場が

屋根部まで設置されていた。調査日前日に降雪があったものの除雪が確実に行われており、

現場内の安全対策については十分であった。 

また、高所作業については安全帯の使用も確実に実施されており問題なかった。以上より、

良好な安全管理が継続実施されていることを確認した。 

 

（３）工程管理（施工者） 

月間、週間、前日など段階ごとに綿密に工事の進捗を管理しており、良好な工程管理が継

続されていることを確認した。 

 

（４）品質管理（施工者） 

公共建築工事標準仕様書に示されている品質管理項目に沿って、適切な品質管理が継続実

施されていることを確認した。特に社内検査員を配置し現場の自主検査との２重検査をきめ

細かく実施していることを確認した。この他、コンクリートの品質管理についてはコンクリ

ート打設後４週間の養生期間を経てから型枠の脱型を行ったり、早期脱型の管理用には毎週

コンクリート圧縮強度試験を実施したりと丁寧な施工が行われていることを確認した。 

 

（５）環境対策（施工者） 

喫煙区域の設定、定期的な清掃、周辺自治体への施工内容回覧通知など、環境対策も継続

的に良好な環境対策がなされていることを確認した。 
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（６）工事監督（監理者） 

施工監理者は、基礎杭など構造体に関連するもののみでなく、手摺りなどの施設に付いて

も工場検査を実施していた。さらに、生コンクリートの配合品質を確認するために試験練り

を実施するなど丁寧な施工監理を実施していた。 

この他、施工者提出の施工計画書や施工図の丁寧な確認を実施しており施工監理者として

適切な対応を行っていた。また、定期的な安全パトロールの実施や施工現場に対する管理指

導も行い、施工監理記録などの書類についても監督日誌・月報の整備を行うなど前回指摘し

た施工監理技術の向上が随所に見られ、良好な施工監理を実施していることを確認した。 

 

□ 工事技術における総括的所見 

工事技術全般について、良好な技術水準を維持しており公共事業として大変適切に事業が

実施されていることを確認した。 

施工者においては、高い技術水準による施工管理を継続しており、施工監理者についても

施工監理技術の向上に対して真摯に対応されており、工事全体の技術水準向上が推進されて

いることを確認した。 

 

 

５ その他 

 

  今回の技術調査は今年度２回実施する予定のうちの２回目であり、調査時点での工事実施

の技術評価と、前回の調査時点からの工事関係者の対応変化などがあるかの確認を行った。 

 工事施工者の技術水準は相変わらず高く、自社の技術提案に対しても積極的に取組んでい

ることを確認した。また、前回は厳しい指摘となった施工監理者についても施工監理技術の

向上に大変前向きに取組まれ、技術レベルの向上が見られた。 

工事関係者各位は、これからも今の取組を継続され本事業の良好な運営を行われることを

期待したい。 

 


